
財産の種類 評価方法 目安 評価額（概算）

土　地
路線価方式又は

倍率方式
時価の約８割

▲小規模宅地減額 居住用土地等 評価額の８割

家　屋 固定資産税評価額 時価の６～７割

預貯金 解約手取額

上場株式

当日の終値か当月を

含む過去３月の終値の

平均値のうち最低のもの

売却手取額

自社株式
類事業種批准価額と

純資産価額法

生命保険契約 解約返戻金の金額 支払保険料の７割弱

ゴルフ会員権 時価の７割

死亡退職金

生命保険金

3年以内贈与財産

又は相続時精算

課税制度適用

▲借入金等

▲葬式費用

課税価格 0

　年　　月　　日現在

財産目録

各相続人等の課税価格の合計額

受取退職金－（５００万円×法定相続人の数）

受取保険金－（５００万円×法定相続人の数）

贈与時点の価格

要返済額


